
(57)【特許請求の範囲】
【請求項１】
パチンコ機用回路基板を収納するケース本体と、該ケース本体に蓋をする蓋体とを備え、
該蓋体および前記ケース本体を互いに離脱困難に封止するパチンコ機用基板ケースの封止
構造において、

第１基台部と、
第２基台部と、

前記第２基台部および前記第１基台部を夫々前記ケース本体および前記蓋体に取り付けた
状態で、該第２基台部および該第１基台部を互いに固着するための基台部固着手
を備えることを特徴とするパチンコ機用基板ケースの封止構造。
【発明の詳細な説明】
【０００１】
【発明の属する技術分野】
本発明は、パチンコ機用ＲＯＭ等の制御装置を収納するための、パチンコ機用基板ケース
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２枚の板を短冊状の板で繋いだ構造の
２枚の板を短冊状の板で繋いだ構造の
前記蓋体に形成され、前記第１基台部の短冊状の板が入り込む溝と、
前記ケース本体に形成され、前記第２基台部の短冊状の板が入り込む溝と、
を備え、前記第１基台部および前記第２基台部は、夫々前記蓋体の縁および前記ケース本
体の縁を前記２枚の板にて挟むことにより、前記ケース本体から前記蓋体を取り外し自在
となった状態でのみ、夫々前記蓋体および前記ケース本体に対して着脱自在にされており
、

段、



の封止構造に関する。
【０００２】
【従来の技術】
従来から、パチンコ機をコントロールするためのＲＯＭ等の制御装置が夫々の盤面の裏側
に備えられている。これらの制御装置は盤面の裏側に備えられているパチンコ機用基板ケ
ース内に収納されている。
【０００３】
このようなパチンコ機用基板ケースは、メーカーが最初に制御装置を取り付け、蓋をした
後は、制御装置が故障した場合や何等かの手段で不正が発見された場合（以下、特別の場
合という）以外、蓋を開けることがない。
しかしながら、最初の制御装置の取り付けの後に、パチンコ機用基板ケースのケース本体
と蓋体を封止して二度と蓋体を開けられないようにすると、特別の場合が生じ封止を解か
ねばならない場合に支障を来す。
【０００４】
そこで、比較的容易に蓋を開けることができ、その代わり、封止を解いた（以下、解封し
たとも言う）ことが分かるようにされた封止構造が提案されている。図１３にこの一例を
示す。図１３（ａ）は蓋体１１０の側から見た図（仮に平面図とする）、図１３（ｂ）は
正面図、図１３（ｃ）は１回解封した後の平面図である。これらの図に示すように、蓋体
１１０は、ケース本体１００の側面に沿わせるように端部が折り曲げられている。このよ
うに折り曲げられた端部は切込み１１５によって複数の短冊状の封止板１１２ａ～１１２
ｄとなっている。
【０００５】
また、各封止板１１２ａ～１１２ｄにはねじ穴１１３ａ～１１３ｄが形成されている。１
回目の封止は、封止板１１２ａのねじ穴１１３ａに、図１４に示すようなねじ１２０を螺
合させて行なう。図１４（ａ）はねじ１２０の平面図、図１４（ｂ）はねじ１２０の正面
図である。ねじ１２０は、頭部１２１に締め付け方向のみに引っ掛かりを持つ鋸歯状の凹
凸を有している。従って、ねじ１２０は、一旦締め付けると、逆方向に回転させることが
できない。これにより封止が為される。
【０００６】
特別の場合（例えば、検査の必要性）が生じたら、図１３（ｃ）に示すように封止板１１
２ａと蓋体１１０の上面繋ぎ部分である切断部１１７ａをニッパなどで切断する。
この検査が終了し、２回目の封止を行なう場合は、図１３（ｂ）の封止板１１２ｂのねじ
穴１１３ｂにねじ１２０を螺合させて封止する。以降、特別の場合が生じる都度、使用中
の封止板１１２を切断し、未使用の封止板１１２のねじ穴１１３にねじ１２０を螺合させ
て封止する。
【０００７】
つまり、封止板１１２が切断されていることにより、封止が解かれたことが分かり、かつ
切断されている封止板１１２の数により、封止が解かれた回数も分かる。例えば、今まで
１度しか特別の場合が生じていない筈なのに、切断されている封止板１１２が２個あれば
、何者かが１回、不正に解封したことが分かる。
【０００８】
【発明が解決しようとする課題】
しかしながら、上記従来技術においても、例えば、ドリルを用いて、その刃をねじ１２０
に食い込ませ、逆回転させるなどして、切断部１１７ａを切断することなくねじ１２０を
排除される可能性がある。不正行為を働いた後は、再び封止をしておく必要があるが、持
参した出来合いのねじを、ねじ穴１１３ａにねじ込んで用いて封止をすることが予想され
る。この場合、それまでに封止に用いられていたねじ１２０とは頭の溝の形状が異なる、
という痕跡が残るが、それは図１３（Ｃ）の痕跡のように明確ではないため、不正行為が
行なわれたことの発見が遅れる虞がある。
【０００９】
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また、図１３に示したような封止構造では、この課題とは別に、解封の回数が限られると
いう課題もある。すなわち図１３の態様では、４回しか封止できない。しかも最初の１回
は、当該パチンコ機用基板ケースの製造時に行なわれるものであるから、封止の最大数は
３回である。これは、正規の方法によって３回の解封できることを意味するので、充分と
も思えるが、予期せぬ不正行為に対応するためには、任意の回数、解封できることが望ま
しい。
【００１４】

は、任意の回数の解封に対応可能とするこ
とを目的としている
【００２３】

請求項 に記載の本発明は、パチンコ機用回路基板
を収納するケース本体と、該ケース本体に蓋をする蓋体とを備え、該蓋体および前記ケー
ス本体を互いに離脱困難に封止するパチンコ機用基板ケースの封止構造において、

第１基台部と、 第２
基台部と、

前記第２基台部および
前記第１基台部を夫々前記ケース本体および前記蓋体に取り付けた状態で、該第２基台部
および該第１基台部を互いに固着するための基台部固着手 を備えることを特徴とする。
【００４９】

求項 は、蓋体に対して着脱自在に設けられる第１基台部と、ケース
本体に対して着脱自在に設けられる第２基台部とを基台部固着手段にて固着することによ
り、間接的に固着するものとなっている。但し、第１基台部が着脱自在となるのは、ケー
ス本体から蓋体を取り外し自在にした状態においてのみである（第２基台部も同様。ここ
で「取り外し自在にした状態」とは、取り外した状態も含むものとする）。
【００５０】
こうすると、解封するのに第１基台部および／または第２基台部を破壊する必要がある（
通常そうである）態様であったとしても、この解封により着脱自在となった第１基台部お
よび第２基台部を取り外し、新たな第１基台部および第２基台部を取り付ければ、再度、
封止が可能となる。なお、この場合、両基台部の内の一方（もしくは両基台部の一部）を
用いて再封止が可能な場合は、取り外さなくともよい。以降、何回かの解封により、使用
不能となった段階で、新たな基台部に交換すればよい。
【００５１】
また、第１基台部等が着脱自在になるのは、蓋体をケース本体を取り外し自在にしたとき
のみであるため、第１基台部ごと外すことにより封止を解くことはできない。従って、封
止の強さを脅かすことがない。
従って、任意の回数の解封に対応することができる。
【００５５】
【実施例】
以下に本発明の実施例を図面と共に説明する。
まず、図１は本発明を適用したパチンコ機用基板ケース１を示す斜視図である。本図に示
すように、パチンコ機用基板ケース１は、略直方体のケースであり、制御装置を構成する
回路基板が固定されたケース本体３に蓋体５を被せることにより、外界から、回路基板を
保護している。ケース本体３と蓋体５の固定は、本図において上面および下面に夫々４組
ずつ設けられたボス対７によって行なわれる。ボス対７は、蓋体５側に設けられた第１ボ
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本発明は、これらの課題に鑑みなされたもので、請求項１に記載のパチンコ機用基板ケー
スの封止構造（以下、単に封止構造とも言う）

。

【課題を解決するための手段】
かかる課題を解決するためになされた １

２枚の
板を短冊状の板で繋いだ構造の ２枚の板を短冊状の板で繋いだ構造の

前記蓋体に形成され、前記第１基台部の短冊状の板が入り込む溝と、前記ケー
ス本体に形成され、前記第２基台部の短冊状の板が入り込む溝とを備え、前記第１基台部
および前記第２基台部は、夫々前記蓋体の縁および前記ケース本体の縁を前記２枚の板に
て挟むことにより、前記ケース本体から前記蓋体を取り外し自在となった状態でのみ、夫
々前記蓋体および前記ケース本体に対して着脱自在にされており、

段

【発明の実施の形態】
請 １に記載の封止構造



ス９と、ケース本体３側に設けられた第２ボス１１を主要部として構成されている。なお
、各第１ボス９には、ボス蓋１３が設けられている。
【００５６】
図２は、ケース本体３に蓋体５を取り付ける前の状態を示す斜視図である。第２ボス１１
は、第２連結部１５が設けられており、この第２連結部１５が第２基台部１７を介してケ
ース本体３に固定されている。なお、１つの第２基台部１７には第２連結部１５を介して
４個の第２ボス１１が固定されている。
【００５７】
一方、第１ボス９にも第１連結部（後述）が設けられており、第１連結部が第１基台部１
９に固定され、第１基台部１９が蓋体５に取り付けられている。
なお、蓋体５の本図手前側の面にはガラス２１が嵌め込まれており、回路基板２３に対し
て不正な改造（例えばＲＯＭ交換）が行なわれた際に、程度の低い改造なら目視で確認で
きるようにされている。
【００５８】
ボス対７の詳細を図３に示す。図３は、１個のボス対７の部分のみを取り出して拡大した
斜視図である。なお、本図は、第１ボス９と第２ボス１１とがタッピンねじ２９にて締結
された状態を示しており、第１ボス９が上となるように図１、図２とは向きを変えてある
。
【００５９】
本図に示すように第１ボス９は、略円柱状の部材であり、円盤状のボス蓋１３がその上面
３１に２本の繋ぎ部３３にて連結されている。この繋ぎ部３３には、折目３５が形成され
ており、ここで繋ぎ部３３を折り曲げるとボス蓋１３を上面３１に重合させることができ
る
【００６０】
上面３１はその周囲に沿って円環状の包囲部３７が設けられている。包囲部３７の内径、
および上面３１からの高さは、ボス蓋１３の夫々外径および厚さにほぼ等しくされている
。包囲部３７の内周面には４個の爪３９が突設されている。なお、４１はタッピンねじ２
９の頭を隠すために形成された座繰り、４３はタッピンねじ２９をねじ込むために第１ボ
ス９に形成されている貫通穴、４５は略同様の目的で第２ボス１１に形成された螺合穴、
４７は前述の第１連結部である。
【００６１】
一方、第２ボス１１は、平たい円柱に第２連結部１５を設け、螺合穴４５を形成したもの
となっている。ボス対７において以上説明した各部（タッピンねじ２９は除く）は、何れ
もＡＢＳ樹脂を原料として成形されている。
なお、４９はボス蓋１３を上面３１に重合させた際に爪３９と係合する切欠である。これ
について図４に示す。図４（ａ）は、第１ボス９の平面図、図４（ｂ）は、ボス蓋１３を
上面３１に重合させる直前の爪３９付近を示す拡大斜視図、図４（ｃ）はその重合が為さ
れた様子を示す拡大斜視図である。
【００６２】
図４（ａ）に示すように、爪３９および切欠４９は、夫々包囲部３７の内周およびボス蓋
１３の本図において奥側の縁を周方向に４等分する位置に形成されている。切欠４９は、
図４（ｂ）に示されているように、ボス蓋１３の外周を斜めに切り落とした形態となって
いる。
【００６３】
折目３５にて繋ぎ部３３を折り曲げていくと、図４（ｂ）に示すように切欠４９が爪３９
に接近し、更に折り曲げるとボス蓋１３、爪３９が弾性変形してボス蓋１３が包囲部３７
内に嵌まりこみ、図４（ｃ）の状態となる。この状態では、ボス蓋１３が上面３１に重合
されており、爪３９は切欠４９に係合して、この重合が解けるのを防止する。しかも、ボ
ス蓋１３の上面（ハッチングが施された面）、包囲部３７の上部、および爪３９の上部が
面一となる。この面には指先などを引っ掛ける箇所がないため、ボス蓋１３を上面３１か
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ら引き剥がすのは困難である。 これら包囲部３７、爪３９、および切欠４９ 固定
部 。
【００６４】
実際に封止を行なう際に行なう作業について図５を用いて説明する。図５（ａ）はタッピ
ンねじ２９にて締結をする直前の状態を、図４（ａ）のＡ－Ａに相当する位置で断面にし
た図、図５（ｂ）は当該ボス対７による封止が完了した状態を示す断面図である。なお、
実際には本図の右方に、第１基台部１９、第２基台部１７、ケース本体３、蓋体５等が存
在するが、これらは省略している。
【００６５】
図５（ａ）に示すように、締結する前からタッピンねじ２９は、貫通穴４３から離脱しな
い程度にねじ込まれている。図５（ａ）の状態からまず、タッピンねじ２９を貫通穴４３
、螺合穴４５にねじ込んでいく。タッピンねじ２９の頭部の裏側が座繰り４１の中に更に
形成されている座繰り５１の底面に当接すると締結は完了する。そしてボス蓋１３を上面
３１に重合させ、切欠４９を爪３９に係合させると、封止は完了し、図５（ｂ）の状態と
なる お １ボス９、第２ボス１１、ボス蓋１３、タッピンねじ２９、貫通穴４３、
螺合穴４５、第１連結部４７、および第２連結部１５が、本発明の基台部固着手段に相当
する。
【００６６】
この状態では、ボス蓋１３を上面３１から引き剥がすのが困難であるため、タッピンねじ
２９を緩めることができない。従って、第１ボス９と第２ボス１１との締結を解くことが
できない。ケース本体３から蓋体５を取り外す必要が生じた場合には、第１連結部４７お
よび第２連結部１５を切断し、本図の右方にある第１基台部１９、第２基台部１７からボ
ス対７を離脱させる。
【００６７】
図６に、第１基台部１９の蓋体５への取り付け、および第２基台部１７のケース本体３へ
の取り付けについて示す。図６（ａ）は取り付ける前、図６（ａ）は取り付けた後の状態
を示している。なお、本図では、回路基板２３は省略されている。
【００６８】
図６（ａ）に示すように蓋体５には、４本の溝５３が形成されており、第１基台部１９は
、その上下面を為す２枚の板を４枚の短冊状の板で繋いだ構造をしている。この短冊状の
板が溝５３に入り込み、上下面を為す２枚の板が蓋体５の縁を挟むことにより、第１基台
部１９が に取り付けられる。第２基台部１７は、第１基台部１９と略同様の構造を
しており、ケース本体３に形成されている４本の溝５５に対して取り付けられる。すなわ
ち、第１基台部１９および第２基台部１７は、夫々蓋体５およびケース本体３に対して着
脱自在にされている。
【００６９】
こうして両基台部１７、１９を取り付け、図６（ｂ）に示すようにケース本体３に、蓋体
５を被せ、何れかのタッピンねじ２９を用いて締結を行なうと、ケース本体３から蓋体５
を取り外せなくなる。そして、同時に図６（ａ）の状態では着脱自在であった第１基台部
１９、第２基台部１７が、取り外せなくなる。
【００７０】
例えば、第１基台部１９を蓋体５から取り外すには、蓋体５に対して第１基台部１９を矢
印Ｃの方向に移動させるだけで良いが、締結を行なうと、第２ボス１１や第２基台部１７
がこの移動を阻む。第２基台部１７についても、第１ボス９や第１基台部１９が障害とな
るので、取り外すことができない。また、この締結が為されたままケース本体３から蓋体
５を引き剥がそうとしても、第１ボス９と第２ボス１１との締結状態が、これを阻むので
できない。
【００７１】
ここで図１に戻る。図１は、パチンコ機用基板ケース１の上下に各４個設けられたボス対
７の内、上下各１個を用いて封止を行なった状態を示している。封止は、図５で説明した
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ような簡単な手順で行なうことができ、解封は、第１連結部４７および第２連結部１５を
切断することによって行なう。第１連結部４７および第２連結部１５は細く成形されたＡ
ＢＳ樹脂を原料としているため、ニッパ等の刃物で容易に切断することができる。
【００７２】
以上のように構成されたパチンコ機用基板ケース１によれば、封止は、タッピンねじ２９
を閉めるねじ回し以外に工具が不要であり、簡単に行なうことができる。そして、第１連
結部４７および第２連結部１５を切断するだけ、と言う非常に簡単な操作で解封すること
ができる。
【００７３】
しかも封止に用いられていないボス蓋１３は、ボス対７から起き上がったような形態を取
るため、使用中のボスと未使用のボスとが一目で区別できる。図１に示すように、上下で
各１個ずつのボス対７を封止に使用すれば、封止が解かれた回数を容易に知ることができ
る。
【００７４】
仮に、すべてのボス対７を使い果たしたら、第１基台部１９、第２基台部１７を丸ごと新
品に交換すればよい。こうすれば、また新たに封止を行なうことも、その封止を解くこと
も可能となる。また、ボス対７、特に第１ボス９側は、ボス蓋１３や第１基台部１９を備
えていることにより、複雑な形状をしているが、蓋体５と別体にされているので、夫々を
別々に製造することができる。従って、両者のコストの上昇を抑えることができる（第２
ボス１１側も同様）。
【００７５】
以上、本発明を適用した実施例として、パチンコ機用基板ケース１について説明してきた
が、本発明はこの実施例に何等限定されるものではなく様々な態様で実施しうる。
例えば、前記実施例では、第１ボス９を蓋体５に、第２ボス１１をケース本体３に設けた
が、タッピンねじ２９の締結等に支障がなければ、逆にしてもよい。また、幾つかの第１
ボス９は蓋体５に設け、残りの第１ボス９はケース本体３に設ける、という形態でもよい
。
【００７６】
第１ボス９および第２ボス１１を円柱状にしたが、四角柱や断面が楕円の柱など、その他
の形状にしてもよい。また、両ボスの形状が異なっていてもよい。例えば、第２ボス１１
が円柱で、第１ボス９が五角柱でもよい。
つまり、両ボス９、１１に対する数および形状の要件は、蓋体５にてケース本体３の蓋を
したときに、貫通穴４３と螺合穴４５が整合し、タッピンねじ２９による締結が可能にな
っていればよい。
【００７７】
このように第１ボス９の形状を変更するならば、これに併せてボス蓋１３の形状も変えて
構わない。但し、包囲部３７の形状は、ボス蓋１３の外周の形状や厚さに対応させるのが
望ましい。例えば、ボス蓋１３の形状を正方形にしたならば、包囲部３７の内周側が同じ
大きさの正方形となるようにし、高さをボス蓋１３の厚さに揃えておく。こうすれば、前
記実施例と同様に、ボス蓋１３を開放することができず、封止状態を守ることができる。
【００７８】
但し、固定部は、包囲部３７、爪３９、および切欠４９以外の態様、例えば図７に示した
ようなものに変えてもよい。なお、前記実施例と同じ名称の部位については同じ符号を付
している。
この態様では図７（ａ）に示すように、ボス蓋１３から切欠４９を廃し、代わりに柔軟性
のバンド６１を設けている。バンド６１には鋸歯状の逆止片Ｋが形成されている。一方、
第１ボス９には止め部６３を設けている。止め部６３はコ字型をしており、挿入口６５が
形成されている。ボス蓋１３を上面３１に重合させつつ、バンド６１を挿入口６５に差し
込むと、図７（ｂ）のようになる。このときの止め部６３内の様子を図８に示す。
【００７９】
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図８に示すように、挿入口６５内のバンド６１の壁面には逆止片Ｋと係止可能な逆止片Ｙ
が設けられている。バンド６１を挿入口６５に入れると、差込み方向には、バンド６１、
止め部６３の弾性変形により、動かすことが可能であるが、戻り方向には、逆止片Ｋ、Ｙ
が係止して動かすことができない。
【００８０】
従って、この、固定部としてバンド６１および止め部６３を採用した第１ボス９も、包囲
部３７、爪３９、および切欠４９と略同様の効果を奏する。
更に、固定部を図９に示したようなもので実現することもできる。この態様では、ボス蓋
１３に耳片６７を設け、更にこの耳片６７に突起６９を設けている。突起６９は、根元部
６９ａは中が詰まっているが、先端部６９ｂは円筒状にされている。一方、第１ボス９に
も、ボス蓋１３を上面３１に重合させた際に耳片６７と整合する耳片７１が設けられてお
り、これには突起６９を挿通させるための穴７３が形成されている。
【００８１】
ボス蓋１３を上面３１に重合させ、突起６９を穴７３に挿通させると、図９（ｂ）のよう
になる。これだけでは、簡単にボス蓋１３を取り外せてしまうので、先端部６９ｂを加熱
して潰す。すると図９（ｃ）のようになり、ボス蓋１３を取り外すことができなくなる。
なお、先端部６９ｂを潰すに際し、先端部６９ｂが中空にされていることにより、小さな
力で潰すことができる。このように、固定部として耳片６７，７１、突起６９、および穴
７３を採用しても、図３や図７に示した態様と同様の効果を奏する。
【００８２】
更に、固定部を図１０に示したような構成にて実現してもよい。この態様では、図１０（
ａ）に示すように、ボス蓋１３に突起７５を設け、上面３１にこの突起７５が入りこむ穴
７９を形成している。突起７５の側面には凹凸８１が形成されており、穴７９に接着剤を
入れて、図１０（ｂ）のようにボス蓋１３を上面３１に重合させると、突起７５を穴７９
にしっかりと固着することができる。このように、固定部として突起７５および穴７９を
採用しても、図３、図７、および図９に示した態様と略同様の効果を奏する。
【００８３】
第１基台部１９の蓋体５への取付方法も、図６以外の態様を採用してもよい。例えば、図
１１に示す態様では、第１基台部１９を鞘状部材にし、この鞘に入れる刀に相当する部材
８３を蓋体５に設ける。部材８３と蓋体５は部位８３ａのみによって固定されている。第
１基台部１９を矢印Ｅの方向に移動させ、部位８３ａを穴８１に入れて取り付ける。なお
部位８３ａは、第１基台部１９の矢印Ｅ方向の移動のストッパーを兼ねている。第２基台
部１７のケース本体３への取り付けも同様にして行なうが、部材８５を第２基台部１７の
穴（図示しない）に差し込む際の移動方向Ｇが矢印Ｅとは逆になっている。
【００８４】
両基台部１７、１９の取り付けが完了した様子が図１１（ｂ）である。この状態からケー
ス本体３に蓋体５を被せ、タッピンねじ２９にて締結を行なうと、図６に示した態様と同
様、第１基台部１９、第２基台部１７は何れも取り外しができなくなる。例えば、第１基
台部１９を蓋体５から取り外すには、矢印Ｅとは逆方向に移動させればよいのだが、第１
基台部１９に対し、ボス対等を介して締結されている第２基台部１７が、部位８５ａに当
接してこの移動を阻むので、取り外すことができない。逆に、第２基台部１７をケース本
体３から取り外そうとしても、第１基台部１９、部位８３ａ等が矢印Ｇと逆方向の移動を
阻むため、やはり取り外すことができない。
【００８５】
従って、図１１に示した第１基台部１９、第２基台部１７の取付方法は、図６に示した態
様と略同様の効果を奏することができる。
また、図１２に示すように、第１基台部１９を大型化して、タッピンねじ２９を収納する
箱９１を設けてもよい 図では第１ボス９にタッピンねじ２９をねじ込んでいるが、箱
９１を設け、この中にタッピンねじ２９を入れておくことにより、第１ボス９にタッピン
ねじ２９をねじ込む工程が不要となる。すなわち、前記実施例では、解封を行なうか否か
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に関わらず、全ての貫通穴４３にタッピンねじ２９をねじ込んでおく必要があったが、こ
の態様では、出荷時の封止に用いる数だけねじ込み、封止しておけばよい。なお、貫通穴
４３にタッピンねじ２９をねじ込んでおく態様においても、箱９１を設けておけば、ここ
に予備のタッピンねじ２９を入れておくことができる。
【００８６】
また、タッピンねじ２９に代えて、図１４に示したねじ１２０を用いてもよい。こうすれ
ば、ボス蓋１３とねじ１２０とにより、２重に封止状態を守ることができるため、第１連
結部４７および第２連結部１５を切断することなく解封することが一層困難となる。
【００８７】
このように２重に封止状態を守るには じ１２０以外の態様でもよい。緩めてボス対７
の締結を解くことができないようにする態様であれば、その他の形態を採用することがで
きる。
また、第１ボス９や第２連結部１５の原料としてＡＢＳ樹脂を用いたが、封止の際の切断
や成形等に支障がなければ、ポリカーボネート、塩化ビニル等の合成樹脂や、合成樹脂以
外の材料を用いても構わない。
【図面の簡単な説明】
【図１】本発明を適用したパチンコ機用基板ケース１の斜視図である。
【図２】パチンコ機用基板ケース１のケース本体３に蓋体５を取り付ける前の状態を示す
斜視図である。
【図３】第１ボス９および第２ボス１１の詳細を示す説明図である。
【図４】ボス蓋１３による封止を説明するための拡大図である。
【図５】封止の仕方を説明するための断面図である。
【図６】第１基台部１９の蓋体５への取り付け方等を示す説明図である。
【図７】固定部の第２の態様を示す説明図である。
【図８】バンド６１と止め部６３による封止の仕組みを示す説明図である。
【図９】固定部の第３の態様を示す説明図である。
【図１０】固定部の第４の態様を示す説明図である。
【図１１】第１基台部および第２基台部の他の態様を示す説明図である。
【図１２】第１基台部１９にタッピンねじ２９を収納する箱９１を設けた様子を示す説明
図である。
【図１３】従来のパチンコ機用基板ケースの封止構造の説明図である。
【図１４】従来のパチンコ機用基板ケースの封止構造に用いられるねじの説明図である。
【符号の説明】
１…パチンコ機用基板ケース　３…ケース本体
５…蓋体　　　９…第１ボス　　１１…第２ボス
１３…ボス蓋　　　　　　　１５…第２連結部
１７…第２基台部　　　　　１９…第１基台部
２３…回路基板　　　　　　２９…タッピンねじ
３１…上面（一底面）　　　３３…繋ぎ部
３７…包囲部　　３９…爪　４１…座繰り
４３…貫通穴　　４５…螺合穴
４７…第１連結部　　　　　４９…切欠
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【 図 １ 】 【 図 ２ 】

【 図 ３ 】 【 図 ４ 】
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【 図 ５ 】 【 図 ６ 】

【 図 ７ 】 【 図 ８ 】
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【 図 ９ 】 【 図 １ ０ 】

【 図 １ １ 】 【 図 １ ２ 】
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【 図 １ ３ 】 【 図 １ ４ 】
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